
一

般

職

の

任

期

付

研

究

員

の

採

用

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

� 
令

和

六

年

五

月

一

日 

奈

良

県

人

事

委

員

会

委

員

長 

森 
 

宏 

之 
 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 
 

一

般

職

の

任

期

付

研

究

員

の

採

用

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 

 

一

般

職

の

任

期

付

研

究

員

の

採

用

等

に

関

す

る

規

則

.

平

成

十

四

年

十

二

月

奈

良

県

人

事

委

員

会

規

則

第

十

六

号

6

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

� 

 

第

十

条

中

<

第

七

条

>

を

<

第

七

条

第

一

項

>

に

改

め

る

� 

附 

則 

 

こ

の

規

則

は

B

令

和

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

� 


		2024-05-01T14:07:35+0900
	Nara Prefecture




